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第８号議案

大村市スケートボードの適正利用に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、スケートボードによる事故及び騒音の発生を防止し、もって市

民の生命、身体及び財産を守るとともに、快適な生活環境の保全を図ることを目的

とする。

（市の責務）

第２条 市は、スケートボードの適正な利用に関し、必要な施策を実施するものとす

る。

（市民及び事業者の責務）

第３条 市民及び事業者は、市が実施するスケートボードの適正な利用に関する施策

に協力するものとする。

（禁止区域の指定）

第４条 市長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域をスケ

ートボードの禁止区域（以下「禁止区域」という。）として指定することができる。

２ 市長は、禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該禁止区域の住民、

町内会その他関係団体の意見を聴くものとする。

３ 市長は、禁止区域を指定したときは、その旨及び当該禁止区域の範囲を告示する

ものとする。

（禁止区域の指定の変更）

第５条 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除す

ることができる。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による禁止区域の指定の変更又は解

除について準用する。

（禁止行為）

第６条 何人も、禁止区域において、スケートボードをしてはならない。

（停止命令）

第７条 市長は、前条の規定に違反する行為があると認めるときは、その行為者に対
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し、当該行為を停止することを命ずることができる。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

（過料）

第９条 第７条の規定による命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

本市におけるスケートボードの適正な利用を図るため、この条例案を提出するもの

である。
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第９号議案

大村市町内会への加入及び町内会活動への参加の促進に関する条例

大村市は、長崎県のほぼ中央に位置し、豊かな自然、歴史及び文化を有し、地形と

交通の利便性を活かしながら、発展を続けています。これまで町内会は、市民に最も

身近なコミュニティとして、住民相互の支え合いにより、地域福祉や防犯・防災等の

取組を行ってきました。

しかしながら、近年では核家族化、少子高齢化、人々の価値観及び生活形態の多様

化等が進み、町内会への加入や町内会活動への参加は減少傾向が続いており、地域コ

ミュニティの希薄化が危惧されています。

一方、近年発生している災害を契機として、地域において顔の見える関係、人と人

とのつながりの重要性に対する認識が高まっています。

そこで、市民、町内会、事業者及び市が町内会活動の重要性を再認識し、互いに連

携し、協働して市民の町内会への加入と町内会活動への参加を促進することで地域コ

ミュニティの活性化を図り、安全で安心して生活できる地域社会の実現を目指すため、

この条例を制定します。

（目的）

第１条 この条例は、地域社会において町内会が重要な役割を担っていることを踏ま

え、町内会への加入及び町内会活動への参加の促進に関し、基本理念を定めるとと

もに、市民、町内会、事業者、住宅関連事業者及び市の役割を明らかにすることに

より、市民が互いに支え合い、安全で安心して生活することができる地域社会の実

現に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 市民 市内に居住する者をいう。

(2) 町内会 本市における一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団

体をいう。

(3) 町内会長会 複数の町内会の会長により構成された団体をいう。
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(4) 連合会 市内８つの地区の町内会長会により組織された市町内会長会連合会を

いう。

(5) 地域住民 町内会の区域内に居住する者をいう。

(6) 事業者 事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(7) 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理（以下「住宅

の建築等」という。）を事業として行う者（これらの代理又は媒介をする者を含

む。）をいう。

（基本理念）

第３条 町内会への加入及び町内会活動への参加の促進は、次の各号に掲げる事項を

基本理念として行われるものとする。

(1) 地域において、地域住民が安全で安心して生活するために、町内会が重要な役

割を担っていること。

(2) 市民の多様な価値観及び自主性が尊重されるとともに、町内会の自立性及び個

性が損なわれないよう配慮されること。

(3) デジタル化、少子高齢化等を踏まえ、社会情勢に合わせた活動が行われるよう

にすること。

(4) 市民、町内会、事業者、住宅関連事業者及び市の相互理解及び協働により行わ

れること。

（市民の役割）

第４条 市民は、地域社会の一員であることを認識し、互いに支え合い、安心して生

活するために、町内会への加入及び町内会活動への参加に努めるものとする。

（町内会等の役割）

第５条 町内会は、地域住民の自発的な町内会への加入を促進するよう努めるものと

する。

２ 町内会は、その活動が地域住民及び事業者にとって参加しやすいものとなるよう

努めるものとする。

３ 町内会は、町内会活動に関する情報を地域住民に積極的に提供し、その運営につ

いて透明性の確保に努めるものとする。

４ 町内会は、地域を担う人材の育成に努めるものとする。

５ 連合会は、町内会によるまちづくり活動を円滑に進めるため、必要に応じて、市、
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地域でまちづくり活動を行う諸団体及び事業者と調整等を行うよう努めるものとす

る。

６ 連合会は、町内会の意見を踏まえ、必要に応じて、町内会の維持及び町内会活動

の活性化に資する意見を市に伝えるよう努めるものとする。

（事業者の役割）

第６条 事業者は、その事務所又は事業所が所在する地域において行われる町内会活

動への参加及び協力に努めるものとする。

２ 事業者は、その従業員が居住する地域の町内会に加入すること及び町内会活動に

参加することに配慮するよう努めるものとする。

（住宅関連事業者の役割）

第７条 住宅関連事業者は、市内の住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が

所在する地域の町内会に関する情報を提供し、町内会への加入を促すよう努めるも

のとする。

２ 住宅関連事業者は、町内会への加入及び町内会活動への参加の促進に関する市の

施策に協力するよう努めるものとする。

（市の役割）

第８条 市は、市民の自発的な町内会への加入及び町内会活動への参加を促進するた

め、積極的な広報及び啓発を行うものとする。

２ 市は、市民が町内会を組織するに際しては、必要な情報の提供及び助言を行うも

のとする。

３ 市は、町内会の主体的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。

４ 市は、町内会の協力を得て事業を実施する場合は、町内会の負担が過重にならな

いよう努めるものとする。

５ 市は、その職員が居住する地域の町内会に加入すること及び町内会活動に参加す

ることを促進するよう努めるものとする。

（委任）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（ 5 ）



令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

町内会への加入及び町内会活動への参加を促進することにより、市民が互いに支え

合い、安全で安心して生活できる地域社会の実現に資するため、この条例案を提出す

るものである。
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第１０号議案

大村市県収入証紙購買基金条例を廃止する条例

大村市県収入証紙購買基金条例（令和３年大村市条例第２０号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村市県収入証紙購買基金を廃止するため、この条例案を提出するものである。
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第１１号議案

大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改

正する条例

（大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正）

第１条 大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

村市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第

２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第２条第１４項」を

「第２条第１５項」に改める。

別表第２の１５の項中「又は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付を

いう。）」を削る。

（大村市税条例の一部改正）

第２条 大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第２８条の２第８項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。

第４１条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。

第７１条第２項第２号中「同法第２条第１５項」を「同条第１６項」に改める。

第１２６条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め

る。

第１３４条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。

（大村市都市計画税条例の一部改正）

第３条 大村市都市計画税条例（昭和３５年大村市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第５項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１条中大村市行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第２の１５の項の改正規定は、公布の日

から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第１２号議案

大村市職員定数条例の一部を改正する条例

大村市職員定数条例（昭和２４年大村市条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第６号中「６人」を「７人」に改め、同条第９号中「７５７人」を「７５８

人」に改める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

農地の転用に係る事務の権限移譲を受けるに当たり、職員定数を増加する必要が生

じたため、この条例案を提出するものである。
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第１３号議案

大村市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び大村市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例

（大村市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第１条 大村市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２６年大村市条

例第５３号）の一部を次のように改正する。

第４条の４第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの

子」に改め、同条第４項中「、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育」とあり」を削り、「前項」を「前２項」に改め

る。

第１４条第１項中「定める者」の次に「（第１６条第１項において「配偶者等」と

いう。）」を加える。

第１６条を第１８条とし、第１５条の次に次の２条を加える。

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）

第１６条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至っ

たことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他

の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条に

おいて「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の

措置を講じなければならない。

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月

１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせ

なければならない。

３ 任命権者は、職員が第１項の規定による申出をしたことを理由として、当該職

員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第１７条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにする

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

（大村市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第２条 大村市職員の育児休業等に関する条例（平成４年大村市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。

第２２条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項」

を「第６１条の２第２０項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行日以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする第１条の規定によ

る改正後の大村市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第４条の４第２項

の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために

行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるとこ

ろにより、当該請求を行うことができる。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に

伴い、育児を行う場合における時間外勤務の制限の対象となる職員の範囲を拡大する

とともに、介護両立支援制度等に関する規定を追加するため、この条例案を提出する

ものである。
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第１４号議案

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

第１章 関係条例の一部改正

（大村市消防団員の任免等に関する条例等の一部改正）

第１条 次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

(1) 大村市消防団員の任免等に関する条例（昭和２７年大村市条例第１０号）第３

条第１号

(2) 大村市職員の退職手当に関する条例（昭和３１年大村市条例第７号）第１３条

第１項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し及び同条第１項第１号、第１

５条第１項第１号並びに第１７条第４項

(3) 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年大村市条例第２８号）第２０条

の２第３号及び第４号並びに第２０条の３第１項第１号及び第３項第１号

（大村市職員退隠料等支給条例の一部改正）

第２条 大村市職員退隠料等支給条例（昭和２８年大村市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。

第６条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第２号中「懲役若しくは

禁こ
、
の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「禁こ

、
」を「拘禁刑」に改める。

第１３条第３号中「禁こ
、
」を「拘禁刑」に改める。

第１４条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「禁こ
、
」を「拘禁

刑」に改める。

第２０条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第２号中「懲役又は禁

こ
、
の刑」を「拘禁刑」に改める。

第３３条第１項中「懲役又は禁こ
、
の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「禁

こ
、
」を「拘禁刑」に改める。

（大村市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部改正）

第３条 大村市非常勤消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年大村市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。

第６条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」
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に改める。

（大村市情報公開・個人情報保護審査会条例等の一部改正）

第４条 次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

(1) 大村市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年大村市条例第３号）第

１４条

(2) 大村市行政不服審査会条例（平成２８年大村市条例第３号）第８条

(3) 大村市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年大村市条例第１号）附

則第３条第３項及び第４項

第２章 経過措置

（罰則の適用等に関する経過措置）

第５条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」と

いう。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁

錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁

刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

（人の資格に関する経過措置）

第６条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期

拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は

刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じく

する旧拘留に処せられた者とみなす。

（大村市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）
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第７条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下これらを「刑

法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が

定められている罪につき起訴をされた者は、第１条（第２号に係る部分に限る。）

の規定による改正後の大村市職員の退職手当に関する条例第１３条第１項及び第５

項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに大

村市職員の退職手当に関する条例第１７条第３項の規定の適用については、拘禁刑

が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第８条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定め

られている罪につき起訴をされた者は、第１条（第３号に係る部分に限る。）の規

定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第２０条の３第１項（第１号に

係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附 則

この条例は、令和７年６月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うため、この条例

案を提出するものである。
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第１５号議案

大村市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

大村市職員の退職手当に関する条例（昭和３１年大村市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。

第１０条第１１項第４号中「職業に就いたもの」を「安定した職業に就いた者」に

改め、同条第１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇

用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当について同条第

４項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同

項各号を削る。

第１９条第２項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。

附則第１０項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第１９条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１０条第１１項（第４号に係る部分に限り、同条第１５項において準

用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した大村市職員の退職手当に関する

条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を

含む。）をいう。以下同じ。）であって施行日以後に安定した職業に就いたものにつ

いて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当

に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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（提案理由）

雇用保険法等の一部を改正する法律による国家公務員退職手当法の改正を踏まえ、

失業者の退職手当の支給要件を見直すとともに、所要の条文整理を行うため、この条

例案を提出するものである。
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第１６号議案

大村市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例

大村市非常勤消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年大村市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。

「

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員につ

いて適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

「
３０年以上

円

９７９，０００

９０９，０００

８４９，０００

８０９，０００

７３４，０００

６８９，０００

３０年以上３５年

未満

３５年以上

円

９７９，０００

円

１，０７９，０００

９０９，０００１，００９，０００

８４９，０００ ９４９，０００

８０９，０００ ９０９，０００

７３４，０００ ８３４，０００

６８９，０００ ７８９，０００

別表勤務年数の欄中 を

」 」
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（提案理由）

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い、非常勤消

防団員の退職報償金に係る勤務年数の区分を追加するため、この条例案を提出するも

のである。
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第１７号議案

大村市職員の定年に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する

条例

大村市職員の定年に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年大村市条例

第２６号）の一部を次のように改正する。

附則第１１条第１項及び附則第１２条中「附則第９条第３項」を「附則第９条第２

項」に改める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

地方公務員法の一部を改正する法律の改正に伴い、所要の条文整理を行うため、こ

の条例案を提出するものである。
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第１８号議案

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年大

村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項第２号の改正規定

は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれが

あるときは、当分の間、この条例による改正後の大村市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２

項及び第４７条第２項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による

改正前の大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９

条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、この条

例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
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令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

の改正に伴い、小規模保育事業等を行う事業所における職員の配置基準の見直し等を

行うため、この条例案を提出するものである。
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第１９号議案

大村市特別会計条例の一部を改正する条例

大村市特別会計条例（昭和３９年大村市条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。

第１条の表に次のように加える。

第２条中「の工業団地整備事業特別会計」を「に規定する特別会計」に改める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

鬼橋坂口線周辺整備事業特別会計を設置するため、この条例案を提出するものであ

る。

鬼橋坂口線周辺整備事業特別会計 鬼橋坂口線周辺整備事業
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第２０号議案

大村市手数料条例の一部を改正する条例

大村市手数料条例（平成１２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。

別表第２の１の項を次のように改める。

１ 建築物
に関す
る建築
確認申
請又は
計画通
知手数
料

建築基準法（昭
和２５年法律第
２０１号。以下
この表において
「法」という。）
第６条第１項の
規定に基づく建
築物の確認の申
請又は法第１８
条第２項の規定
に基づく建築物
の計画の通知に
対する審査

(1) 次号に規定す
る建築物以外の
建築物

床面積の合計が３
０平方メートル以
内のもの

１件につき
８，０００円

床面積の合計が３
０平方メートルを
超え１００平方メ
ートル以内のもの

１件につき
１８，０００円

床面積の合計が１
００平方メートル
を超え２００平方
メートル以内のも
の

１件につき
３１，０００円

床面積の合計が２
００平方メートル
を超え５００平方
メートル以内のも
の

１件につき
４２，０００円

床面積の合計が５
００平方メートル
を超え１，０００平
方メートル以内の
もの

１件につき
６６，０００円

床面積の合計が１，
０００平方メート
ルを超えるもの

１件につき
９７，０００円

(2) 建築物のエネ
ルギー消費性能
の向上等に関す
る法律施行規則
（平成２８年国
土交通省令第５
号）第２条第１
項第１号又は第
２項の規定が適
用される建築物
（建築物のエネ
ルギー消費性能
の向上等に関す
る法律（平成２
７年法律第５３
号。以下「建築物
消 費 性能 向 上
法」という。）第
１１条第１項又
は第２項（これ
らの規定を建築
物消費性能向上
法第１４条第２
項において読み

一戸建ての住宅で
床面積の合計が２
００平方メートル
未満のもの

１件につき
前号の規定によ
る額に１１，０
００円を加算し
た額

一戸建ての住宅で
床面積の合計が２
００平方メートル
以上のもの

１件につき
前号の規定によ
る額に１２，０
００円を加算し
た額

共同住宅等で床面
積の合計が３００
平方メートル未満
のもの

１件につき
前号の規定によ
る額に２１，０
００円を加算し
た額

共同住宅等で床面
積の合計が３００
平方メートル以上
のもの

１件につき
前号の規定によ
る額に３３，０
００円を加算し
た額
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別表第２の１の項の次に次のように加える。

別表第２の２の項中「１１，０００円」を「１３，０００円」に、「６，０００円」

を「９，０００円」に改め、同表の３の項を次のように改める。

替えて適用する
場合を含む。）の
建築物エネルギ
ー消費性能適合
性判定を受ける
建築物及び法第
６条の４第１項
第３号に掲げる
建築物を除く。）

１ の
２

建築設
備に関
する確
認申請
又は計
画通知
手数料

法第８７条の４
において準用す
る法第６条第１
項の規定に基づ
く建築設備の確
認の申請又は法
第１８条第２項
の規定に基づく
建築設備の計画
の通知に対する
審査

(1) 建築設備（小荷物専用昇降機を除
く。第３号において同じ。）を設置す
る場合（同号の場合を除く。）

１件につき
１３，０００円

(2) 小荷物専用昇降機を設置する場合
（第４号の場合を除く。）

１件につき
６，０００円

(3) 確認を受けた建築設備の計画の変
更をして建築設備を設置する場合

１件につき
９，０００円

(4) 確認を受けた小荷物専用昇降機の
計画の変更をして小荷物専用昇降機
を設置する場合

１件につき
４，０００円

３ 建築物
に関す
る完了
検査申
請又は
完了検
査通知
手数料

法第７条第１項
の規定に基づく
建築物の完了検
査の申請又は法
第１８条第２０
項の規定に基づ
く建築物の完了
検査の通知に対
する検査

(1) 次号に規定す
る建築物以外の
建築物

床面積の合計が３
０平方メートル以
内のもの

１件につき
２０，０００円

床面積の合計が３
０平方メートルを
超え１００平方メ
ートル以内のもの

１件につき
２６，０００円

床面積の合計が１
００平方メートル
を超え２００平方
メートル以内のも
の

１件につき
３８，０００円

床面積の合計が２
００平方メートル
を超え５００平方
メートル以内のも
の

１件につき
４３，０００円

床面積の合計が５
００平方メートル
を超え１，０００平
方メートル以内の
もの

１件につき
５９，０００円

床面積の合計が１，
０００平方メート
ルを超えるもの

１件につき
８０，０００円

(2) 建築物消費性
能向上法第１０
条第１項の規定
が適用される建
築物（建築基準
法施行規則（昭
和２５年建設省
令第４０号）第
４条第１項第４

床面積の合計が３
０平方メートル以
内のもの

１件につき
２４,０００円

床面積の合計が３
０平方メートルを
超え１００平方メ
ートル以内のもの

１件につき
３０，０００円

床面積の合計が１ １件につき
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別表第２の３の項の次に次のように加える。

別表第２の４の項中「第１８条第１４項」を「第１８条第２０項」に改め、同項の

次に次のように加える。

号ハに該当する
場合（特定建築
行為に係る住宅
が建築物エネル
ギー消費性能基
準に適合する住
宅と同等以上の
エネルギー消費
性能を有するも
のである旨の建
設住宅性能評価
に限る。）及び法
第６条の４第１
項第３号に掲げ
る 建 築 物 を 除
く。）

００平方メートル
を超え２００平方
メートル以内のもの

４２,０００円

床面積の合計が２
００平方メートル
を超え５００平方
メートル以内のも
の

１件につき
４９，０００円

床面積の合計が５
００平方メートル
を超え１，０００平
方メートル以内の
もの

１件につき
６９，０００円

床面積の合計が１，
０００平方メート
ルを超えるもの

１件につき
９４，０００円

３ の
２

建築設
備に関
する完
了検査
申請又
は完了
検査通
知手数
料

法第８７条の４
において準用す
る法第７条第１
項の規定に基づ
く建築設備の完
了検査の申請又
は法第１８条第
２０項の規定に
基づく建築設備
の完了検査の通
知に対する審査

(1) 建築設備（小荷物専用昇降機を除
く。）を設置する場合

１件につき
１７，０００円

(2) 小荷物専用昇降機を設置する場合 １件につき
１１，０００円

４ の
２

検 査 済
証 の 交
付 を 受
け る 前
に お け
る 建 築
物 等 の
仮 使 用
認 定 申
請 又 は
仮 使 用
認 定 通
知 手 数
料

法第７条の６第
１項第１号及び
第２号（法第８
７条の４におい
て準用する場合
を含む。）又は法
第１８条第３８
項第１号及び第
２号の規定に基
づく仮使用の申
請に対する審査

１件につき １２０，０００円

を に、別表第２の１８の項中

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
３３，０
００円

」

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
３３，０
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
２４，０
００円

「

」
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を に、

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
６７，０
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
９４，０
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
６７，０
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
４９，０
００円

」

を をに、

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
９４，０
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
６９，０
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
１３３，
０００円

」

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
１３３，
０００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
１００，
０００円

「

」

に、に改め、同表の１９の項中 を

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
１６，５
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
１６，５
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
１２，０
００円

」
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に改め、同項の次に次のように加える。

１ ９
の ２

建築物
エネル
ギー消
費性能
適合性
判定手
数料

建築物消費性
能向上法第１
１条第１項の
規定に基づく
計画の建築物
エネルギー消
費性能適合性
判定又は建築
物消費性能向
上法第１２条
第２項の規定
に基づく計画
の建築物エネ
ルギー消費性
能適合性判定
に対する審査

(1) 一戸建
て住宅の
場合

２００平
方メート
ル未満

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
３０，０００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
２２，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
１５，０００円

２００平
方メート
ル以上

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
３３，０００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
２４，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
１６，０００円

を に、

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
３３，５
００円

」

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
３３，５
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
２４，５
００円

「

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
４７，０
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
６６，５
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
５０，０
００円

」

を をに、

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が標準計
算法であ
るとき

１件につ
き
４７，０
００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様・
計算併用
法である
とき

１件につ
き
３４，５
００円

」

「 適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
６６，５
００円

」
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(2) 共同住
宅等の場
合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
６１，０００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
４５，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
２９，０００円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
１０２，０００
円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
７６，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
５０，０００円

(3) 非住宅
又は住宅
以外の部
分（工場、
倉庫等に
限る。）の
場合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
１６，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
２０，０００円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
２３，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
２７，０００円

(4) 非住宅
又は住宅
以外の部
分（工場、
倉庫等を
除く。）の
場合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
７７，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
２０２，０００
円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
９８，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
２５３，０００
円

(5) 住宅と
住宅以外
の部分の
複合建築

１件につき 第１号又は第２号の規定によ
る額に第３号又は前号の規定による額を加
算した額
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物の場合

１ ９
の ３

計画変
更建築
物エネ
ルギー
消費性
能適合
性判定
又は軽
微な変
更に関
する証
明手数
料

建築物消費性
能向上法第１
１条第２項の
規定に基づく
計画の変更の
建築物エネル
ギー消費性能
適合性判定に
対する審査若
しくは軽微な
変更に関する
証明又は建築
物消費性能向
上法第１２条
第３項の規定
に基づく計画
の変更の建築
物エネルギー
消費性能適合
性判定に対す
る審査

(1) 一戸建
て住宅の
場合

２００平
方メート
ル未満

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
１５，０００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
１１，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
７，５００円

２００平
方メート
ル以上

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
１６，５００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
１２，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
８，０００円

(2) 共同住
宅等の場
合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
３０，５００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
２２，５００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
１４，５００円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が標
準計算法であ
るとき

１件につき
５１，０００円

評価手法が仕
様・計算併用法
であるとき

１件につき
３８，０００円

評価手法が仕
様基準である
とき

１件につき
２５，０００円

(3) 非住宅
又は住宅
以外の部
分（工場、
倉庫等に
限る。）の
場合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
８，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
１０，０００円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
１１，５００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
１３，５００円
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別表第２の２０の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成

２７年法律第５３号。以下「建築物消費性能向上法」という。）第３４条第１項」を

「建築物消費性能向上法第２９条第１項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２

項」に、「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、「第３５条第１項各号」を「第

３０条第１項各号」に、「から２２の項まで」を「及び次項」に、

(4) 非住宅
又は住宅
以外の部
分（工場、
倉庫等を
除く。）の
場合

３００平
方メート
ル未満

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
３８，５００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
１０１，０００
円

３００平
方メート
ル以上

評価手法が国
土交通大臣の
定める簡易な
評価手法であ
るとき

１件につき
４９，０００円

評価手法が標
準入力法であ
るとき

１件につき
１２６，５００
円

(5) 住宅と
住宅以外
の部分の
複合建築
物の場合

１件につき 第１号又は第２号の規定によ
る額に第３号又は前号の規定による額を加
算した額

に、を

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３０，０
００円

」

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３３，０
００円

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
３０，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計
算併用法
であると
き

１件につ
き
２２，０
００円

「

」
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中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第

に、 に改め、同表の２１の項を

を に、 を

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
３３，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計
算併用法
であると
き

１件につ
き
２４，０
００円

」

「

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
６１，０
００円

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
６１，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計
算併用法
であると
き

１件につ
き
４５，０
００円

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
１０２，
０００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計
算併用法
であると
き

１件につ
き
７６，０
００円

「

」

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１０２，
０００円

」
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「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１５，０
００円

」

に、を２項」に、

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
１５，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計算
併用法で
あるとき

１件につ
き
１１，０
００円

「

」

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１６，５
００円

」

に、を を

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
１６，５
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計算
併用法で
あるとき

１件につ
き
１２，０
００円

「

」

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３０，５
００円

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
３０，５
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計算
併用法で
あるとき

１件につ
き
２２，５
００円

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
標準計算
法である
とき

１件につ
き
５１，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様・計算
併用法で
あるとき

１件につ
き
３８，０
００円

「

」

に、 を に

「 適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
５１，０
００円

」
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改め、同表の２２の項を削り、同表の２３の項を同表の２２の項とし、同表の２４の

項を同表の２３の項とし、同表備考第１項第３号中「建築物の移転」を「建築物の移

転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替」に、「当該移転」を「当該移転又は大

規模の修繕若しくは大規模の模様替」に改め、同項第４号中「建築物の移転」を「建

築物の移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替」に改め、同表備考第２項中「第

８１条第４項」を「第３６条の４」に改め、同表備考第３項中「建築物の移転」を「建

築物の移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替」に改め、同表備考第９項中「第

３５条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同表備考第１０項中「第３６条第２項」

を「第３１条第２項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料につい

て適用する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正に伴い、省エネルギー

消費性能適合性判定の審査に係る手数料について新たに設定するとともに、所要の条

文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第２１号議案

大村市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

大村市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

（平成２５年大村市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に改める。

附 則

この条例は、令和７年６月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、所要

の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第２２号議案

大村市水道事業給水条例の一部を改正する条例

大村市水道事業給水条例（昭和３４年大村市条例第２４号）の一部を次のように改

正する。

第３５条の６第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工

学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「おいて土木工

学科若しくは」を「おいて土木工学科又は」に、「２年以上水道」を「３年以上水道、

工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）」に

改め、「有する者」の次に「（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。）」を加え、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「これ」

を「旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、

「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、「３年以上

水道」を「４年以上水道等」に改め、「有する者」の次に「（２年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第３号中「による

専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」という。）」を、「修了した後」

の次に「。次号において同じ。」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「有する者」

の次に「（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

を加え、同条第８号中「水道」を「水道等」に改め、「有する者」の次に「（５年以

上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、

同号を同条第１１号とし、同条第７号中「水道に」を「水道等に」に改め、「有する

もの」の次に「（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」を加え、同号を同条第９号とし、同号の次に次の１号を加える。

(10) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第２項の規

定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水

道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第３５条の６第６号中「第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は第３

号若しくは第４号」を「第１号から第６号まで」に改め、「又は学科目」を削り、「水

（ 36 ）



道」を「水道等」に改め、「有する者」の次に「（それぞれ当該各号に規定する水道

等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」を加え、同号を同条第８号とし、同条第５号中「１年以上、」を「２

年以上、」に、「２年以上水道」を「３年以上水道等」に改め、「有するもの」の次

に「（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同

条第７号とし、同条第４号中「中等学校」の次に「（次号において「高等学校等」と

いう。）」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「有する者」の次に「（３年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号

を同条第５号とし、同号の次に次の１号を加える。

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第３５条の６第３号の次に次の１号を加える。

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第３５条の７第１号を次のように改める。

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは土

木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した

者については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専

門職大学の前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同条第５号

に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者

第３５条の７第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以外の」

を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「相当する学科目」を「相当する課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「同条第４号」

を「同条第５号」に改め、同条第３号中「及び第４号」を「及び第５号」に、「学科

目」を「課程」に、「同条第４号」を「同条第５号」に改め、同条第４号中「第２号」
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を「第１号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に改め、同条中第６号を第８

号とし、第５号の次に次の２号を加える。

(6) 技術士法第４条第１項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した

者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１

級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有するもの

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

水道法施行令及び水道法施行規則の改正を踏まえ、布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格要件を見直すため、この条例案を提出するものである。
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第２３号議案

大村市民プールの指定管理者に係る指定の期間の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において議会の議決を受けた大村市民

プールの指定管理者の指定について、指定の期間を次のとおり変更する。

変更前 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

変更後 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第２４号議案

大村市森園ファミリースポーツ広場の指定管理者に係る指定の期間の変更に

ついて

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において議会の議決を受けた大村市森

園ファミリースポーツ広場の指定管理者の指定について、指定の期間を次のとおり変

更する。

変更前 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

変更後 令和６年４月１日から令和７年５月３１日まで

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第２５号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 玖島中学校大規模改造建築工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 ４２６，５８０，０００円

４ 契約の相手方 伸栄・瀬尾特定建設工事共同企業体

代表者 大村市荒瀬町１０４３番地

伸栄建設株式会社

代表取締役 高尾 満晴

５ 竣 工 期 限 令和９年１月１５日

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第２６号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市自然共生型アウトドアパーク

２ 指 定 管 理 者 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１５番１３号

株式会社フォレストアドベンチャー

代表取締役 志村 辰也

３ 指 定 の 期 間 令和７年４月２６日から令和１２年３月３１日まで

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 42 ）



第２７号議案

工事施行に関する基本協定の変更について

令和３年６月２５日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「ＪＲ大

村線松原・竹松間２９ｋ３５６ｍ石走橋梁架替工事」に関する基本協定について、協

定金額を次のとおり変更する。

変更前 １，１７９，７６２，０００円

変更後 １，０６６，７５４，１１８円（１１３，００７，８８２円の減額）

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 43 ）



報告第１号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 44 ）



専決第１号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村市

立西大村中学校屋内運動場改築建築工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとお

り変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３

号）本則第８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ７８８，６７８，０００円

変更後 ７８９，５２９，４００円（８５１，４００円の増額）

（ 45 ）



報告第２号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 46 ）



専決第２号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年９月２７日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立

福重小学校校舎改築建築工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する

契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 １，４５２，０００，０００円

変更後 １，４５６，４６１，６００円（４，４６１，６００円の増額）

（ 47 ）



報告第３号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 48 ）



専決第３号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年９月２７日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立

福重小学校校舎改築設備工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する

契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ２２３，５３１，０００円

変更後 ２２８，８８１，４００円（５，３５０，４００円の増額）

（ 49 ）



報告第４号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 50 ）



専決第４号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年９月２７日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立

福重小学校校舎改築電気工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する

契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 １６６，７４６，８００円

変更後 １７４，２１６，９００円（７，４７０，１００円の増額）

（ 51 ）



報告第５号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 52 ）



専決第５号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会、令和６年９月２７日開催の大村市議会定

例会及び令和６年１２月１９日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた

「大村市立放虎原小学校南校舎棟長寿命化改良建築工事」に係る工事請負契約の契約

金額を次のとおり変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大

村市条例第６３号）本則第８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ５３２，１２３，９００円

変更後 ５３４，８７２，８００円（２，７４８，９００円の増額）

（ 53 ）



報告第６号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 54 ）



専決第６号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会及び令和６年９月２７日開催の大村市議会

定例会において変更の議決を受けた「大村市立放虎原小学校長寿命化改良設備工事」

に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する契約を締結することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に

関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第８号の規定により、次のとおり

専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ２４６，５３９，７００円

変更後 ２４９，５４４，９００円（３，００５，２００円の増額）

（ 55 ）



報告第７号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 56 ）



専決第７号

専 決 処 分 書

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会及び令和６年９月２７日開催の大村市議会

定例会において変更の議決を受けた「大村市立放虎原小学校長寿命化改良電気工事」

に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する契約を締結することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に

関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第８号の規定により、次のとおり

専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ２１０，３２９，９００円

変更後 ２１９，９７１，４００円（９，６４１，５００円の増額）

（ 57 ）



報告第８号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 58 ）



専決第８号

専 決 処 分 書

令和５年１２月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会、令和６年９月２７日開催の大村市議会定

例会及び令和６年１２月１９日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた

「大村市立放虎原小学校１棟長寿命化改良建築工事」に係る工事請負契約の契約金額

を次のとおり変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市

条例第６３号）本則第８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１月２２日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 ４８０，２０１，７００円

変更後 ４８０，４８０，０００円（２７８，３００円の増額）

（ 59 ）



報告第９号

専決処分の報告について

大村市環境センターにおける自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報

告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 60 ）



専決第９号

専 決 処 分 書

大村市環境センターにおける自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項並びに市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

３号及び第４号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年２月３日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

４７，３００円

○○○○○○○○○○○○

○○　○○○

（ 61 ）
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報告第１０号

専決処分の報告について

大村公園敷地内の除草作業による自動車破損事故の被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報

告する。

令和７年２月２０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 62 ）



専決第１０号

専 決 処 分 書

大村公園敷地内の除草作業による自動車破損事故の被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項並びに市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

３号及び第４号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年２月５日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

２７，５３３円

○○○○○○○○○○○○○○○

○○　○○○

（ 63 ）
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ハイライト表示
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